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(54)【発明の名称】 全方位内視鏡装置

(57)【要約】
【課題】  観察対象の内部空間の広狭に拘わらず、照明
光が全方位受光機構の視野に当たるようにすることがで
きる全方位内視鏡装置を提供する。
【解決手段】  全方位内視鏡装置１は、内視鏡１０の挿
入部１２の先端部に、周方向の全周から入射光を受け入
れて基端方向ひいてはリレーレンズ光学系１３へ反射す
る全方位受光ユニット２０が設けられている。挿入部１
２は、保持筒３３にスライド可能に挿通されている。保
持筒３３にライトガイド３５（照明光伝送手段）が埋め
込まれ、このライトガイド３５の先端の出射面が保持筒
３３の先端面に臨んでいる。保持筒３３は、基端のグリ
ップ３１でスライド操作することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  周方向の全周にわたる視野を有する全方
位内視鏡装置であって、
本体部と、この本体部から延びる挿入部と、この挿入部
の先端部に設けられ、周方向の全周から入射光を受け入
れて基端方向へ反射する全方位受光機構と、上記本体部
及び挿入部に収容され、上記全方位受光機構からの光を
伝送する像伝送手段と、照明光伝送機構とを備え、
上記照明光伝送機構が、上記挿入部に沿って延び、照明
光を伝送して先端面から出射させる照明光伝送手段と、
この照明光伝送手段の少なくとも先端部を環状にして保
持するとともに上記挿入部の外周にスライド可能に嵌め
られる保持部と、この保持部に連結されるとともに上記
挿入部の基端部又は上記本体部に配され、上記保持部ひ
いては上記照明光伝送手段の先端部を上記挿入部に沿っ
てスライドさせるためのスライド操作部とを含むことを
特徴とする全方位内視鏡装置。
【請求項２】  上記保持部が、上記挿入部のほぼ全体を
スライド可能に挿通する筒状をなし、この保持部のほぼ
全長にわたって上記照明光伝送手段が埋め込まれ、この
照明光伝送手段の環状をなす先端面が保持部の先端面に
臨み、上記スライド操作部が、上記挿入部の基端部又は
上記本体部をスライド可能に挿通する筒状をなして上記
保持部の基端部に連なっており、上記照明光伝送機構
が、上記本体部及び挿入部から分離可能になっているこ
とを特徴とする請求項１に記載の全方位内視鏡装置。
【請求項３】  上記全方位受光機構が、透明な筒状の観
察窓と、この観察窓の内部に基端側へ向くようにして収
容され、観察窓からの入射光を基端方向ひいては上記像
伝送手段へ向けて反射する凸面鏡と、この凸面鏡の頂部
に基端方向へ突出するようにして設けられた棒状体とを
含み、この棒状体が、上記観察窓の内部を横切って観察
窓の内周面で反射し上記凸面鏡へ向かう光路上の光を上
記横切る途中で吸収することを特徴とする請求項１又は
２に記載の全方位内視鏡装置。
【請求項４】  上記観察窓の基端側の外周に、環状をな
す遮光部材が径方向に突出するように設けられ、この遮
光部材が、上記照明光伝送手段の先端面から観察窓へ入
射しようとする照明光を遮ることを特徴とする請求項３
に記載の全方位内視鏡装置。
【請求項５】  上記観察窓が、上記凸面鏡より先端方向
へ延出しており、この観察窓の延出部の外周に、光を吸
収する環状の光吸収部材が設けられていることを特徴と
する請求項３又は４に記載の全方位内視鏡装置。
【請求項６】  上記全方位受光機構が、上記挿入部に着
脱可能になっていることを特徴とする請求項１～５の何
れかに記載の全方位内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、周方向の全周にわ
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たる視野を有する全方位内視鏡装置に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】例えばエンジンのシリンダブロックの内
部や配管の内部等の狭隘ないし細長い空間の内周を観察
する装置として内視鏡が有効である。一方、一般的な内
視鏡では視野角が限られているので、全周を観察するに
は、内視鏡を回す等の操作が必要となる。その点、周方
向の全周から入射光を受け入れて像伝送手段に取り込む
全方位内視鏡は、全周を一度に見ることができるので、
効率的である。このような全方位内視鏡として、挿入部
の先端に例えば円錐形状のプリズムを設けたものが知ら
れている。円錐プリズムのやや基端側には、ライトガイ
ド（照明光伝送手段）の先端面が位置されている。この
先端面から斜め前方へ放射状に照明光が出射され、観察
対象を照らすようになっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】上記公知の全方位内視
鏡では、ライトガイドが挿入部に埋め込まれて固定され
ていた。したがって、ライトガイドの先端面と円錐プリ
ズムとの位置関係も一定になっていた。そのため、観察
対象の空間の内径が小さいときは、円錐プリズムの視野
領域よりも基端側の空間内周面に照明光が当たり、逆に
空間の内径が大きいときは、視野領域よりも先端側の空
間内周面に照明光が当たることとなり、像が暗くなると
いう問題があった。
【０００４】
【課題を解決するための手段】上記問題点を解決するた
め、本発明は、周方向の全周にわたる視野を有する全方
位内視鏡装置に係り、本体部と、この本体部から延びる
挿入部と、この挿入部の先端部に設けられ、周方向の全
周から入射光を受け入れて基端方向へ反射する全方位受
光機構と、上記本体部及び挿入部に収容され、上記全方
位受光機構からの光を伝送する像伝送手段と、照明光伝
送機構とを備えている。上記照明光伝送機構は、上記挿
入部に沿って延び、照明光を伝送して先端面から出射さ
せる照明光伝送手段と、この照明光伝送手段の少なくと
も先端部を環状にして保持するとともに上記挿入部の外
周にスライド可能に嵌められる保持部と、この保持部に
連結されるとともに上記挿入部の基端部又は上記本体部
に配され、上記保持部ひいては上記照明光伝送手段の先
端部を上記挿入部に沿ってスライドさせるためのスライ
ド操作部とを含む。これによって、観察対象の内部空間
が狭いときは、保持部を先端方向へスライドさせて照明
光の出射位置を全方位受光機構に近づけ、観察対象の内
部空間が広いときは、保持部を基端方向へスライドさせ
て照明光の出射位置を全方位受光機構から遠ざけるよう
に操作することにより、観察対象の内部空間の広狭に拘
わらず、照明光が全方位受光機構の視野に当たるように
することができ、良好な明るい像を得ることができる。
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【０００５】ここで、上記保持部が、上記挿入部のほぼ
全体をスライド可能に挿通する筒状をなし、この保持部
のほぼ全長にわたって上記照明光伝送手段が埋め込ま
れ、この照明光伝送手段の環状をなす先端面が保持部の
先端面に臨み、上記スライド操作部が、上記挿入部の基
端部又は上記本体部をスライド可能に挿通する筒状をな
して上記保持部の基端部に連なっており、上記照明光伝
送機構が、上記本体部及び挿入部から分離可能になって
いることが望ましい。これによって、照明光伝送機構の
構成を簡単化することができ、取り替えも簡単になる。
【０００６】上記全方位受光機構が、透明な筒状の観察
窓と、この観察窓の内部に基端側へ向くようにして収容
され、観察窓からの入射光を基端方向ひいては上記像伝
送手段へ向けて反射する凸面鏡と、この凸面鏡の頂部に
基端方向へ突出するようにして設けられた筒体内面反射
防止用の棒状体とを含み、この棒状体によって、上記観
察窓の内部を横切って観察窓の内周面で反射し上記凸面
鏡へ向かう光路上の光を上記横切る途中で吸収するよう
にすることが望ましい。これによって、像の鮮明度を向
上させることができる。
【０００７】上記観察窓の基端側の外周に、環状をなす
遮光部材が径方向に突出するように設けられ、この遮光
部材が、上記照明光伝送手段の先端面から観察窓へ入射
しようとする照明光を遮ることが望ましい。これによっ
て、像のコントラスト低下を確実に防止することができ
る。
【０００８】上記観察窓が、上記凸面鏡より先端方向へ
延出しており、この観察窓の延出部の外周に、光を吸収
する環状の光吸収部材が設けられていることが望まし
い。これによって、凸面鏡の周縁部でのハレーションを
解消することができる。
【０００９】上記全方位受光機構が、上記挿入部に着脱
可能になっていることが望ましい。これによって、新し
い全方位受光機構や規格の異なる別の全方位受光機構に
簡単に取り替えることができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態を、図
面を参照して説明する。図１及び図２は、全方位内視鏡
装置１を示したものである。全方位内視鏡装置１は、内
視鏡１０と、全方位受光ユニット２０（全方位受光機
構）と、照明光伝送ユニット３０（照明光伝送機構）と
を備え、これらが互いに合体、分離可能になっている。
【００１１】内視鏡１０は、接眼部１１ａを有する本体
部１１と、この本体部１１の先端シャフト１１ｂから軸
線Ｌ０に沿って直線状に延びる金属製の挿入部１２とを
有している。なお、挿入部１２は、硬性の金属製に限ら
れるものではなく、樹脂等のフレキシブルな材料で構成
してもよい。
【００１２】本体部１１及び挿入部１２には、リレーレ
ンズ光学系１３（像伝送手段）が収容されている。リレ
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ーレンズ光学系１３の基端は、上記接眼部１１ａに光学
的に接続されている。リレーレンズ光学系１３の先端
は、挿入部１２の先端部に収容された対物光学系（図示
せず）ひいては全方位受光ユニット２０に光学的に接続
されている。なお、像伝送手段として、リレーレンズ光
学系１３に代えて、多数本の光ファイバの束からなるイ
メージガイドを用いてもよい。
【００１３】図３に示すように、全方位受光ユニット２
０は、金属製の連結筒２１と、この連結筒２１の先端部
に連なる透明なガラスや樹脂等製の円筒状観察窓２２
と、受光部材２３とを有している。連結筒２１の内周面
には、雌ネジ２１ａが形成されている。この雌ネジ２１
ａが、上記内視鏡１０の挿入部１２先端の雄ネジ１２ａ
に螺合されている。これにより、連結筒２１ひいては円
筒状観察窓２２が、挿入部１２と同軸Ｌ０上に連なって
いる。連結筒２１における観察窓２２内部に臨む先端開
口には、カバーガラス２４が嵌め込まれている。
【００１４】円筒状観察窓２２には、周方向の全周から
光が入射することになる。円筒状観察窓２２は、上記受
光部材２３を保持する目的に供され、その内部に受光部
材２３が収容されている。円筒状観察窓２２の先端開口
は、キャップ２５で塞がれている。このキャップ２５
に、受光部材２３が固定されている。
【００１５】受光部材２３は、金属、ガラス、樹脂等に
よって出来、基部２３ｃと、凸面鏡２３ａと、筒体内面
反射防止用の棒状体２３ｂとを一体に有している。基部
２３ｃは、窓２２ひいては挿入部１２と同軸の円柱状を
なしてキャップ２５の嵌合凹部２５ａに嵌め込まれてい
る。この基部２３ｂの基端面に上記凸面鏡２３ａが形成
されている。凸面鏡２３ａは、軸線Ｌ０に沿う平面上で
側方に扇状に広がる視野を有している。しかも、この視
野が軸線Ｌ０の周りに３６０度に及んでいる。
【００１６】凸面鏡２３ａの頂点には、上記棒状体２３
ｂが基端方向へ突出するようにして設けられている。棒
状体２３ｂは、窓２２ひいては挿入部１２の軸線Ｌ０に
沿う細い円錐形状（棒状ないし針状）をなしている。棒
状体２３ｂの表面には、光を吸収するためツヤ消し・黒
色処理が施されている。
【００１７】筒状観察窓２２は、受光部材２３の基部２
３ｃと凸面鏡２３ａとの境より先端方向に延出されてい
る。この観察窓２２の延出部の外周面に、吸光リング２
７（光吸収部材）が凸面鏡２３ａの視野に懸からないよ
うにして嵌められている。吸光リング２７は、キャップ
２５の外周面へも跨っている。吸光リング２７の全表面
（外周面、面取り部、端面及び内周面）には、光を吸収
する黒色被膜が施されている。
【００１８】一方、観察窓２２の基端側の外周には、遮
光リング２６（遮光部材）が凸面鏡２３ａの視野に懸か
らないようにして嵌められている。遮光リング２６の全
表面（外周面、面取り部、端面及び内周面）には、光を
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吸収する黒色被膜が施されている。
【００１９】次に、照明光伝送ユニット３０について説
明する。図２に示すように、照明光伝送ユニット３０
は、筒状のグリップ（スライド操作部）３１と、このグ
リップ３１の側部から延びるフレキシブルなライドガイ
ドケーブル３２と、グリップ３１の先端部から直線状に
延びる保持筒３３（保持部）とを有している。
【００２０】グリップ３１の内周面には、基端側が大径
孔３１ａとなり先端側が小径孔３１ｂとなる段差３１ｃ
が形成されている。ケーブル３２の先端には、ライドガ
イドプラグ３４が設けられている。このプラグ３４が照
明光の光源（図示せず）に接続されるようになってい
る。図３に示すように、保持筒３３は、薄肉金属製の外
管３３ａと内管３３ｂからなる二重管構造をなしてい
る。なお、管３３ａ，３３ｂは、硬性の金属製に限られ
るものではなく、樹脂等のフレキシブルな材料で構成し
てもよい。
【００２１】図２に示すように、プラグ３４、ケーブル
３２、グリップ３１の先端側部、及び保持筒３３には、
多数本の光ファイバの束からなるライトガイド３５（照
明光伝送手段）が収容されている。ライトガイド３５
は、プラグ３４及びケーブル３２の内部では、１つに束
ねられる一方、グリップ３１の先端側部において保持筒
３３へ向かうにしたがって断面が中空の円形状になるよ
うに広がっている。そして、図３に示すように、ライト
ガイド３５が、外管３３ａと内管３３ｂの間に挟まれる
ようにして保持筒３３に埋め込まれている。
【００２２】ライトガイド３５の先端面は、保持筒３３
の先端面に露出されている。これによって、図２に示す
ように、上記光源からの照明光が、ライトガイド３５を
伝って、その先端面から斜め前方（先端方向）へ、ライ
トガイド３５の開口数ＮＡに従う出射角φで放射状に出
射されるようになっている。なお、ライトガイド３５の
先端面に保護用のカバーガラスを装着してもよい。
【００２３】図１に示すように、全方位内視鏡装置１の
使用状態において、照明光伝送ユニット３０のグリップ
３１と保持筒３３とは、内視鏡１０の本体部１１と挿入
部１２を軸線Ｌ０に沿ってスライド可能に挿通してい
る。すなわち、グリップ３１の基端側の大径孔３１ａ
に、本体部１１の先端シャフト１１ｂが挿通され、グリ
ップ３１の先端側の小径孔３１ａと保持筒３３とに挿入
部１２が挿通されている。照明光伝送ユニット３０は、
グリップ３１の段差３１ｃがシャフト１１ｂの先端面に
当たるとともにグリップ３１の基端面がシャフト１１ｂ
のテーパ部に当たる位置まで基端方向へスライドさせる
ことができる。また、保持筒３３の先端が全方位受光ユ
ニット２０の遮光リング２６に当たる位置まで先端方向
へスライドさせることができる。（グリップ３１及び保
持筒３３を内視鏡１０の軸線Ｌ０の周りに回転させるこ
ともできる。）内視鏡１０から全方位受光ユニット２０
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を取り外すと、照明光伝送ユニット３０を更に先端方向
へスライドさせて内視鏡１０から外すことができる。全
方位内視鏡装置１を組み立てる際は、はじめに照明光伝
送ユニット３０に内視鏡１０を挿し込み、その後、内視
鏡１０に全方位受光ユニット２０を取り付けることにな
る。
【００２４】上記のように構成された全方位内視鏡装置
１によって例えば管の内周面を観察する方法を説明す
る。勿論、観察に先立って、装置１を組み立てておく。
図４（ａ）は、比較的小径の管４０Ａを観察する様子を
示したものである。管４０Ａには、全方位受光ユニット
２０を先頭にしてその後方に連なる挿入部１２と保持筒
３３を挿入する。そして、対象が小径であるので、手元
のグリップ３１を内視鏡本体部１１に対して先端方向
（管４０Ａの内部方向）へスライドさせ、ひいては保持
筒３３を全方位受光ユニット２０に近づける。この時、
軸線Ｌ０に沿う平面内における凸面鏡２３ａの視野の中
心線方向Ｌｃと、ライドガイド３５の出射角方向Ｌφと
が、管４０Ａの内周面のあたりで交わるように、ライト
ガイド３５及び保持筒３３の先端面を位置させるのが望
ましい。これにより、ライドガイド３５の先端面からの
照明光Ｌ１を、小径管４０Ａの内周面における凸面鏡２
３ａの視野に対応する部分全域に当てることができ、視
野全域を照らすことができる。
【００２５】照らされた小径管４０Ａの内周面のイメー
ジ光Ｌ２は、筒状観察窓２２から全方位受光ユニット２
０内に入射し、凸面鏡２３ａに当たって基端方向へ反射
される。そして、カバーガラス２４を透過後、挿入部１
２先端の対物光学系を介してリレーレンズ光学系１３に
取り込まれ、このリレーレンズ光学系１３を伝って接眼
部１１ａへ送られる。これによって、接眼部１１ａを覗
くことにより、小径管４０Ａの上記照らされた内周面を
観察することができる。筒状観察窓２２には側方の周囲
３６０度の方向からイメージ光Ｌ２が入射し、この３６
０度にわたるイメージ光Ｌ２が凸面鏡２３ａによって挿
入部１２へ反射されるので、管４０Ａの内周面全周にわ
たる像を一度に観察することができる。これによって、
観察能率を向上できる。
【００２６】一方、図４（ｂ）は、比較的大径の管４０
Ｂを観察する様子を示したものである。この場合には、
グリップ３１を内視鏡本体部１１に対して基端方向へス
ライドさせ、ひいては保持筒３３を全方位受光ユニット
２０から遠ざける。これにより、上記小径管４０Ａの場
合と同様に、凸面鏡２３ａの視野の中心線方向Ｌｃとラ
イドガイド３５の出射角方向Ｌφとが、大径管４０Ｂの
内周面のあたりで交わるようにすることができる。これ
によって、大径管４０Ｂにおいても、その内周面におけ
る凸面鏡２３ａの視野に対応する部分全域を照明光Ｌ１
で照らすことができ、ひいては、この視野全域の像を接
眼部１１ａで観察することができる。この結果、観察対
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象４０Ａ，４０Ｂの内部空間の大小に拘わらず、良好な
明るい像を得ることができ、全方位内視鏡装置の利便
性、汎用性を大きく向上させることができる。
【００２７】照明光Ｌ１は、管４０Ａ，４０Ｂの内周面
に斜めに当たるので、内周面に傷などの凸凹があるとそ
れが影となって映り、発見しやすい。また、管４０Ａ，
４０Ｂに対して内視鏡１０の位置を固定した状態で、照
明光伝送ユニット３０のグリップ３１を微かに前後動さ
せると、照明光Ｌ１の傾きが変化して上記の影が動くた
め、傷などの凸凹を一層容易に発見することができ、検
査の効率を向上させることができる。
【００２８】ところで、図４（ａ）に示すように、上述
のイメージ光Ｌ２は、観察対象４０Ａ，４０Ｂからまっ
すぐ凸面鏡２３ａに当たるものであるが、観察窓２２へ
の入射光の中には、光Ｌ３のように、観察窓２２の内部
を横切って入射側と対向する内周面で反射し、凸面鏡２
３ａへ向かう光路を辿ろうとするものもある。この光Ｌ
３が凸面鏡２３ａに当たると、観察対象の像の鮮明度が
落ちたり、反対側の像が写ったりしてしまう。しかる
に、このような、筒状観察窓２２（筒体）の内周面で反
射を起す光Ｌ３は、観察窓２２の内部を横切る途中で棒
状体２３ｂに当たる。これによって、光Ｌ３を窓２２の
内周面ひいては凸面鏡２３ａに当たる前に吸収すること
ができ、像の鮮明度が落ちるのを防止したり反対側の像
が写ることのないようにしたりすることができる。な
お、この棒状体２３ｂによる筒体内面反射光Ｌ３の吸収
機能は、特許第３０８６２０４号公報に記載のものと同
様である。
【００２９】ライトガイド３５からの照明光の中には、
内側に放射され、観察窓２２へ直接入射しようとする光
Ｌ４もある。しかるに、このような直接入射の照明光Ｌ
４は、観察窓２２の基端側に設けた遮光リング２６によ
って遮られる。これによって、照明光Ｌ４が、観察窓２
２ひいては凸面鏡２３ａに直接入射するのを阻止するこ
とができる。この結果、観察対象４０Ａ，４０Ｂの像の
コントラストが低下するのを防止することができる。し
かも、遮光リング２６が窓２２の外周面から径方向に突
出しているので、軸線Ｌ０にほぼ平行で少しだけ内側へ
傾いた照明光に対しても観察窓２２への直接入射を阻止
することができる。更には、遮光リング２６の外周面で
内側への回折が起きたとしても観察窓２２へは入射しな
いようにすることができる。これによって、像のコント
ラスト低下を確実に阻止することができる。
【００３０】また、観察窓２２の先端延出部の外周に設
けた吸光リング２７によって、凸面鏡２３ａにおける基
部２３ｃとの境付近でのハレーションを防止することが
できる。この吸光リング２７によるハレーション防止作
用の理由は諸種考えられるが、いずれにせよ発明者が実
験したところ顕著な効果が得られた。すなわち、観察窓
２２に延出部を設けず、その先端面を凸面鏡２３ａと基
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部２３ｃとの境付近に位置させた場合には、比較的大き
なハレーションが生じた。観察窓２２に延出部を設け、
その先端面を上記境より先端側に位置させた場合には、
ハレーションは小さくなったが、解消には至らなかっ
た。そこで更に観察窓２２の延出部に吸光リング２７を
設けた場合には、上述の通り、ハレーションをほぼ無く
すことができた。
【００３１】２つのリング２６，２７は、上記の各機能
の他、観察窓２２を保護する役目も果す。全方位受光ユ
ニット２０は挿入部１２に着脱可能になっているので、
新しい全方位受光ユニット２０や規格の異なる全方位受
光機構に簡単に取り替えることができる。
【００３２】本発明は、上記実施形態に限定されるもの
ではなく、種々の改変を行うことができる。例えば、照
明光伝送機構の照明光伝送手段は、少なくとも先端部に
おいて内視鏡の挿入部を囲むように環状をなしていれば
よい。保持部は、照明光伝送手段の少なくとも先端部を
環状にして保持していればよい。挿入部の先端部に配さ
れた保持部と、挿入部又は本体部に配されたスライド操
作部とが、挿入部に設けられた連結手段を介して連結さ
れていてもよい。保持部が、機械的又は電気的なスライ
ド機構によって挿入部に沿ってスライドされ、スライド
操作部が、上記スライド機構を動作させるようになって
いてもよい。保持部及び照明光伝送手段の先端面を斜め
にしてもよい。保持部を挿入部のほぼ全長にわたる筒状
に構成する場合には、その基端部がスライド操作部を兼
ねていてもよい。筒状観察窓の先端延出部に設けるハレ
ーション防止用の光吸収部材は、吸光リング２７のよう
な厚みのあるものに限定されるものではなく、薄い光吸
収性の膜状部材であってもよい。挿入部と全方位受光機
構との着脱機構は、ネジ１２ａ，２１ａに限られるもの
ではなく、フックとその係止部等、種々の態様を採用で
きる。
【００３３】
【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る全方
位内視鏡装置によれば、照明光の出射位置を挿入部に沿
ってスライドさせることができるので、観察対象の内部
空間の広狭に拘わらず、照明光が全方位受光機構の視野
に当たるようにすることができ、良好な明るい像を得る
ことができる。
【００３４】保持部を筒状にして照明光伝送手段を埋め
込むとともに基端にスライド操作部を連ねることによ
り、照明光伝送機構を本体部及び挿入部から分離でき、
かつ照明光伝送機構の構造を簡単化できる。
【００３５】全方位受光機構の主要部を構成する凸面鏡
の頂部に棒状体を設けることにより、筒状観察窓の内部
を横切って観察窓の内周面で反射し上記凸面鏡へ向かう
光路上の光を上記横切る途中で棒状体によって吸収する
ことでき、像の鮮明度が落ちるのを防止したり反対側の
像が写ることのないようにしたりすることができる。筒
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状観察窓の基端側の外周に環状の遮光部材を設けること
により、照明光伝送手段の先端面から観察窓へ直接入射
しようとする照明光を遮ることができ、像のコントラス
ト低下を確実に防止することができる。筒状観察窓の先
端延出部の外周に環状の光吸収部材を設けることによ
り、凸面鏡の周縁部でのハレーションを解消することが
できる。全方位受光機構を挿入部に対して着脱可能にす
ることにより、新しい全方位受光機構や規格の異なる別
の全方位受光機構に簡単に取り替えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る全方位内視鏡装置の
側面図である。
【図２】上記全方位内視鏡装置を分解して示す側面図で
ある。
【図３】上記全方位内視鏡装置の先端部分の断面図であ
る。
【図４】（ａ）上記全方位内視鏡装置により小径管の内
周面を観察する様子を示す図３相当の断面図である。
（ｂ）上記全方位内視鏡装置により大径管の内周面を観
察する様子を示す図３相当の断面図である。 *
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*【符号の説明】
１  全方位内視鏡装置
１０  内視鏡
１１  本体部
１２  挿入部
１２ａ  雄ネジ
１３  リレーレンズ光学系（像伝送手段）
２０  全方位受光ユニット（全方位受光機構）
２１ａ  雌ネジ
２２  筒状観察窓
２３ａ  凸面鏡
２３ｂ  棒状体
２６  遮光リング（遮光部材）
２７  吸光リング（光吸収部材）
３０  照明光伝送ユニット（照明光伝送機構）
３１  グリップ（スライド操作部）
３３  保持筒（保持部）
３５  ライトガイド（照明光伝送手段）
４０Ａ  小径管（観察対象）
４０Ｂ  大径管（観察対象）

【図１】

【図３】
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